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越前町通学支援補助金交付要綱  

平成２８年３月３１日  

告示第２２号  

（趣旨）  

第１条  町が交付する越前町通学支援補助金については、越前町補助金

等交付規則（平成１７年越前町規則第３１号）に規定するもののほか、

この告示に定めるところによる。  

（定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

（１）  学校  福井県に住所を置く、学校教育法（昭和２２年法律第

２６号。以下「法」という。）第１条に規定する学校のうち高等学

校、中等教育学校（後期課程に限る。）、特別支援学校（高等部に

限る。）、高等専門学校、法第１２４条に規定する専修学校（高等

課程に限る。）又は職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）

第１５条の６第１項第１号に規定する職業能力開発校のことをいう。 

（２）  生徒  学校に在籍している満１８歳に達する日以降の最初の

３月３１日までの間にある者で、越前町内に住所を有する者、又は

越前町外に住所を有し丹生高等学校に通学する者をいう。ただし、

町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。  

（３）  申請者  前号に規定する生徒を保護する義務のある者で、申

請時に越前町に住所を有し、町税の滞納が無い者をいう。ただし、

町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。  

（４）  定期券  福井鉄道株式会社、京福バス株式会社、えちぜん鉄

道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社（以下「運行事業者」という。）

が発行する定期乗車券をいう。  

（補助の対象等）  

第３条  補助金交付の目的、交付の対象となる事業の内容、交付の金額、

補助対象定期券、補助対象定期券の範囲は、次の表のとおりとする。  
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補助金交付の目的  生徒の保護者に対し、就学における経済的負担を

軽減することにより、子育て支援及び定住促進に

資することを目的とする。  

交付の対象となる事

業の内容  

生徒が、定期券を利用して路線バス、電車で通学

すること。  

交付の金額  定期券の購入額から５，０００円（片道定期券に

ついても同額）に当該定期券の有効月数を乗じて

得た額を控除した額の８割の金額。  

ただし、丹生高等学校に通学するために購入する

定期券についてはその全額。又、越前町外に住所

を有する者が、丹生高等学校に通学するために購

入する定期券については購入額の３割の金額。  

算出した額に１００円未満の額がある場合は切り

捨てる。  

補助対象定期券  運行事業者が発行するバス及び鉄道の定期券で、

自宅から合理的な経路を利用し通学する学校に最

も近いバス停又は駅までの区間で、有効期間は３

月３１日までの１年以内で最長のものをいう。た

だし、西日本旅客鉄道株式会社が発行する定期券

は、その他運行事業者が運行していない学校に限

る。また、町長が特に必要と認めるときはこの限

りでない。  

補助対象定期券の範

囲  

定期券のうち、生徒が通学時、初めて乗るバス停

又は駅から在来線で、学校が定める始業時間まで

に到着できる便が存在する路線。  

（補助金の申請）  

第４条  申請者は、越前町通学支援補助金交付申請書兼請求書（様式第

１号）に次の各号に掲げる書類を添え町長に申請するものとする。  

（１）  生徒手帳等の写し。ただし、新入学生においては合格通知書
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等  

（２）  購入した定期券の写し  

（３）  前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの  

（交付の決定）  

第５条  町長は前条の規定により交付の申請があったときは、その内容

を審査し、適当と認めるときは越前町通学支援補助金交付決定通知書

（様式第２号）により通知するものとする。  

（補助金の請求）  

第６条  補助金の交付を受けようとする者は、越前町通学支援補助金交

付申請書兼請求書（様式第１号）に振込先通帳の写しを添え、町長に

提出するものとする。  

（補助金交付の取消し等）  

第７条  町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に該当した場合は、

補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還

を命ずるものとする。  

（１）  購入した定期券の払戻しを行ったとき。  

（２）  偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

（３）  第３条の要件に該当しなくなったとき。  

（雑則）  

第８条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、平成２８年４月１日から施行し、第４条については３

月１日から適用する。  

（経過措置）  

２  平成２８年３月３１日までに、越前町生活路線バス通学促進事業補

助金交付要綱の規定により補助金受給資格の認定を受けた者は、なお

従前の例による。  

（越前町生活路線バス通学促進事業補助金交付要綱の廃止）  
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３  越前町生活路線バス通学促進事業補助金交付要綱（平成１８年越前

町告示第１４号）は、廃止する。  

附  則（令和２年告示第４号）  

この告示は、令和２年４月１日から施行し、第４条については令和２

年３月１日から適用する。  

附  則（令和４年告示第１７号）  

この告示は、令和４年４月１日から施行する。  
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様式第１号（第４条第６条関係）  

様式第２号（第５条関係）  

様式第２―１号  削除  

様式第３号  削除  

様式第３―１号  削除  

様式第４号  削除  

 


